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(57)【要約】
【課題】　外部から表示領域への水分の浸入を防止し、
有機ＥＬ表示装置の信頼性を向上する。
【解決手段】　樹脂保護膜と無機保護膜とからなる保護
膜で封止された有機ＥＬ表示装置において、樹脂保護膜
の端部を平坦化膜の分断領域の外周よりも表示領域側に
設ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に設けられた駆動回路と、該駆動回路を覆う樹脂材料からなる平坦化
膜と、該平坦化膜の上に配置され、第一電極と第二電極とに挟まれた有機化合物層
を有する複数の有機ＥＬ素子と、少なくとも該複数の有機ＥＬ素子を覆う樹脂保護膜と、
少なくとも該樹脂保護膜を覆う無機保護膜と、を備える有機ＥＬ表示装置であって、前記
平坦化膜を前記有機ＥＬ素子が配置された表示領域を含む領域とその周辺領域とに分断す
る分断領域があり、前記樹脂保護膜の端部は、前記分断領域あるいは前記表示領域を含む
領域に、前記周辺領域の平坦化膜とは離間して設けられており、前記無機保護膜は、前記
樹脂保護膜の端部を覆い、更に前記分断領域まで達していることを特徴とする有機ＥＬ表
示装置。
【請求項２】
　樹脂保護膜の端部位置を決めるための構造を有することを特徴とする請求項１に記載の
有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　樹脂保護膜の端部位置を決めるための構造が、前記表示領域を構成する材料のいずれか
からなることを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記表示領域の前記第二電極と前記樹脂保護膜との間に、無機下地膜が配置されている
ことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロスミネッセンス（以下、有機ＥＬと記述する。）素子を用い
た表示装置に係るものであり、詳しくは封止構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイとして、自発光型デバイスである有機ＥＬ表示装置
が注目されている。有機ＥＬ表示装置の表示領域には、第一電極と第二電極とに挟まれた
有機化合物層を備える有機ＥＬ素子が複数配置されており、前記有機ＥＬ素子が画素とし
て発光し、画像を表示する。有機ＥＬ素子は水分や酸素に極めて弱く、外部から水分や酸
素が浸入すると劣化し、ダークスポットと呼ばれる非発光部を発生してしまう。
【０００３】
　外部から有機ＥＬ素子への水分や酸素の浸入を防ぐ構成として、図６に示すように、樹
脂保護膜１０９と無機保護膜１１０とからなる保護膜で有機ＥＬ素子を覆う構成が特許文
献１に開示されている。特許文献１によると、樹脂保護膜１０９は有機ＥＬ素子及びその
周囲の基板の表面を覆い、無機保護膜１１０は樹脂保護膜１０９とその縁部及びその周囲
の基板表面を覆う。このような構成により、水分の浸入経路となる樹脂保護膜１０９が外
部にさらされないため水分が浸入することがなく、有機ＥＬ素子の劣化を防ぐことができ
る。
【０００４】
　外部から有機ＥＬ素子への水分の浸入を防ぐ別の構成として、特許文献２に表示領域の
外周に沿って平坦化膜に分断領域を設け、ガラス基板で封止する構成が開示されている。
断面図を図７に示す。
【０００５】
　トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置には、有機ＥＬ素子と基板との間に設けられ
た画素回路１０２の凹凸を平坦化し、積層する膜が凹凸部で不連続となるのを防止するた
めに、樹脂材料からなる平坦化膜１０４が形成される。また、平坦化膜１０４は、画素回
路１０２や周辺回路１０３を保護する機能も有するため、有機ＥＬ素子が形成されない周
辺回路１０３の上にも表示領域から連続して平坦化膜が形成される。このような構成の有
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機ＥＬ表示装置を、ガラス基板７０１と接着剤７０２とで封止すると、外部から平坦化膜
１０４を介して水分が表示領域内へ浸入し、有機ＥＬ素子が劣化するという問題が発生す
る。特許文献２はこの問題を解決するため、図７に示すように、表示領域の外周に沿って
平坦化膜１０４が分断された領域Ｂを形成し、水分の浸入を防いでいる。
【特許文献１】特開２００３－２８２２４０号公報
【特許文献２】特開２００５－１６４８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　外部から有機ＥＬ素子への水分の浸入を防ぐために、樹脂保護膜と無機保護膜とを積層
して有機ＥＬ素子を保護する構成は、コストや工程を削減できるため量産に適している。
ところが、基板のほぼ全面に平坦化膜を有するトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置
にこのような保護膜を適用した場合、特許文献１の構成では、平坦化膜を介して外部から
有機ＥＬ素子へ水分が浸入してしまう。
【０００７】
　特許文献２のように平坦化膜に分断領域を設けたとしても、図８のように樹脂保護膜の
端部を分断領域Ｂよりも外側の平坦化膜上に形成してしまうと、平坦化膜から浸入した水
分が樹脂保護膜１０９を介して表示領域に浸入してしまう。
【０００８】
　したがって、上記いずれの場合も、有機ＥＬ素子の発光特性について充分な信頼性が得
られないという問題が発生する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する手段として、請求項１に記載した発明は、
　基板と、該基板上に設けられた駆動回路と、該駆動回路を覆う樹脂材料からなる平坦化
膜と、該平坦化膜の上に配置され、第一電極と第二電極とに挟まれた有機化合物層を有す
る複数の有機ＥＬ素子と、少なくとも該複数の有機ＥＬ素子を覆う樹脂保護膜と、少なく
とも該樹脂保護膜を覆う無機保護膜と、を備える有機ＥＬ表示装置であって、前記平坦化
膜を前記有機ＥＬ素子が配置された表示領域を含む領域とその周辺領域とに分断する分断
領域があり、前記樹脂保護膜の端部は、前記分断領域あるいは前記表示領域を含む領域に
、前記周辺領域の平坦化膜とは離間して設けられており、前記無機保護膜は、前記樹脂保
護膜の端部を覆い、さらに前記分断領域まで達していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の有機ＥＬ表示装置によれば、樹脂保護膜の端部が平坦化膜の分断領域、あるい
は表示領域を含む平坦化膜上に、周辺領域の平坦化膜とは離間して設けられるため、水分
の浸入経路となる樹脂材料を分断することができる。その結果、平坦化膜および樹脂保護
膜を介して外部から表示領域へ水分が浸入するのを防止することができ、水分による有機
ＥＬ素子の劣化が低減された、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施形態を図１を用いて構成要素ごとに説明した後、その製造方法に
ついて説明する。
【００１２】
　本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置を示す平面図を図１（ａ）、図１（ａ）のＤ
－Ｄ´線の断面図を図１（ｂ）に示す。有機ＥＬ表示装置は、表示領域Ａを有している。
【００１３】
　（基板）
　ガラス等の絶縁性基板１０１上に駆動回路を形成し、基板として用いる。ここで、駆動
回路は、有機ＥＬ素子を駆動するための画素回路１０２、画素回路１０２を駆動するため
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の周辺回路１０３の両方もしくはどちらか一方を意味している。画素回路１０２と周辺回
路１０３とが基板に形成される場合、前記両方の回路は配線（不図示）で電気的に繋がっ
ている。駆動回路には、多結晶シリコン（以下ｐ－Ｓｉ）、或いは非晶質シリコン（以下
ａ―Ｓｉ）等からなるＴＦＴを備えるアクティブマトリクス回路を好適に用いることがで
きる。
【００１４】
　（平坦化膜）
　前記駆動回路の表面にはアクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料からなる平坦化膜
１０４が形成される。表示領域Ａにおいて、平坦化膜１０４は主に画素回路１０２による
基板表面の凹凸を平坦化して、その上に積層する有機化合物層が凹凸により不連続となる
のを防止する役割を担っている。周辺領域においては、電極等のエッチング工程から周辺
回路を保護する役割を担っている。平坦化膜１０４を分断する分断領域Ｂは、表示領域Ａ
の周辺であって、かつ駆動回路の設けられていない領域に形成される。これにより、平坦
化膜は、表示領域を含む領域とその周辺領域とに分断される。分断領域Ｂは、平坦化膜１
０４を介して外部から表示領域Ａへ水分が浸入するのを防ぎ、有機ＥＬ素子の劣化を防止
する。
【００１５】
　例えば画素回路１０２と、周辺回路１０３との間に分断領域Ｂを形成すると良い。この
とき、画素回路１０２と周辺回路１０３の一部とを、表示領域を含む領域の平坦化膜で覆
い、残りの周辺回路を周辺領域の平坦化膜で覆う配置であっても良い。
【００１６】
　周辺回路が、表示領域の全周ではなく周囲の一部に配置されている場合は、周辺領域の
平坦化膜も表示領域の全周に設ける必要はなく、周辺回路が配置された部分にだけ設けて
もよい。つまり、表示領域を含む領域の平坦化膜の周囲の一部に周辺領域の平坦化膜が形
成されている場合は、分断領域も表示領域の周囲の一部分に形成されることになる。
【００１７】
　表示領域を含む領域の平坦化膜１０４には、後に形成する第一電極１０５と画素回路１
０２を電気的に接続するためのコンタクトホール１１２が、画素回路ごとに形成される。
【００１８】
　（第一電極）
　コンタクトホール１１２を介して画素回路１０２に接続する第一電極１０５が、平坦化
膜上に有機ＥＬ素子ごとに形成される。第一電極１０５には、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、ＩＴＯ
、ＩＺＯ、ＺｎＯ等、有機ＥＬ素子の電極として公知の材料を用いることができる。
【００１９】
　必要に応じて、有機ＥＬ素子間に素子分離膜１０６を形成してもよい。素子分離膜１０
６は、後に堆積する有機化合物層が第１電極の膜厚による段差部で途切れないようにする
とともに、有機ＥＬ素子の発光領域を規定するものである。素子分離膜１０６の材料には
絶縁材料が好適に用いられ、具体的には、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂などの樹脂材料
が好適に用いられる。
【００２０】
　（有機化合物層）
　第一電極１０５上には発光層を備える有機化合物層１０７が形成される。有機化合物層
１０７は前記発光層の他に、ホール注入層、ホール輸送層、電子輸送層、電子注入層等の
機能を持つ層を有していてもよい。有機化合物層１０７の各層には、公知の材料を用いる
ことができる。
【００２１】
　（第二電極）
　有機化合物層１０７上に第二電極１０８が形成され、一対の電極に挟まれた有機化合物
層１０７を備える有機ＥＬ素子が形成される。第二電極１０８には第一電極１０５と同様
の材料を用いることが出来る。ただし、有機ＥＬ素子で発光した光を取り出すため、第一
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電極１０５と第二電極１０８の少なくとも一方を透明にしておかなければならない。光取
り出し側に形成する電極には、透明導電膜や薄膜金属からなる半透過導電膜、あるいはそ
れらを積層した膜を用いる。
【００２２】
　（保護膜）
　第二電極１０８上には、樹脂保護膜１０９と無機保護膜１１０からなる保護膜が形成さ
れる。
【００２３】
　有機ＥＬ表示装置は、複数回のフォトリソグラフィ等によるパターン形成工程や真空成
膜工程を経て作製される。これらの工程によるエッチング残渣や、真空装置の内壁から剥
がれた膜が付着するなどにより、有機ＥＬ素子が設けられている表示領域の表面には凹凸
ができてしまう。凹凸の段差は、製造方法や真空装置等に依存するが、５μｍ以下のもの
が多い。このような表示領域の表面を無機保護膜のみで保護しようとすると、膜厚が薄い
場合は、凹凸を覆いきれずに無機保護膜に欠陥ができて水分が浸入してしまう。凹凸を充
分に覆うために凹凸段差以上の厚い無機保護膜を形成すると、膜応力が大きくなって亀裂
が入り易くなり、さらに製造のタクト及びコストも増大してしまう。
【００２４】
　そこで本発明では、無機保護膜形成前に樹脂保護膜１０９で少なくとも有機ＥＬ素子の
表面を覆い、表面の凹凸を平坦化しておく。樹脂保護膜１０９は、製造工程によって発生
する凹凸の段差と同等以上の膜厚に形成する。一般的な製造工程による凹凸の段差と製造
コストとを考慮すると、５～３０μｍの膜厚が好ましい。
【００２５】
　樹脂保護膜１０９の端部は、平坦化膜１０４の分断領域、あるいは表示領域を含む領域
の平坦化膜上に、周辺領域の平坦化膜とは離間するように設ける。樹脂保護膜１０９の端
部が周辺領域の平坦化膜と接したり、周辺領域の平坦膜の上に設けられたりすると、平坦
化膜１０４を伝って外部から浸入した水分が樹脂保護膜１０９を介して表示領域Ａに浸入
し、有機ＥＬ素子の劣化を引き起こしてしまうからである。
【００２６】
　また、周辺回路の配置に応じて、周辺領域の平坦化膜が表示領域の周囲の一部にしか設
けられていない場合において、周辺領域の平坦化膜のない部分では、樹脂保護膜が基板の
端まで広がらないように制御しなければならない。樹脂保護膜表面を確実に無機保護膜で
覆い、樹脂保護膜を介して水分が浸入を防止するためである。
【００２７】
　樹脂保護膜１０９の表面は凹凸が小さく滑らかであることが好ましいため、液状で基板
上に塗布でき、その後硬化して固体にできる材料が好適に用いられる。具体的には、ポリ
オレフィン系樹脂、ポリエーテル樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂
等が挙げられる。
【００２８】
　次に、少なくとも樹脂保護膜１０９の表面を無機保護膜１１０で覆い、有機ＥＬ素子へ
水分が浸入するのを防止する。樹脂保護膜１０９の表面は滑らかで平坦であるため、無機
保護膜１１０は０．５～３μｍ程度の膜厚でその表面を覆うことができ、水分の浸入を防
ぐことができる。無機保護膜１１０には、水分透過率の低い、窒化珪素、酸化珪素、その
混合物等が用いられる。
【００２９】
　ここで図４に示すように、樹脂保護膜１０９形成前に、表示領域Ａの第二電極１０８上
に機械的強度の高い材料からなる無機下地膜４０２を形成しておいてもよい。無機下地膜
を形成しておけば、樹脂保護膜１０９材料が硬化する際の硬化収縮や硬化後の膜応力が無
機下地膜４０２より下に積層されている層に伝わるのを防ぎ、膜剥がれを防止することが
できる。さらに無機下地膜４０２を設けない場合に比べて許容できる樹脂保護膜材料の硬
化収縮率や膜応力の幅が広がり、樹脂保護膜として用いることのできる樹脂材料の選択肢
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を増やすことができる。
【００３０】
　無機下地膜４０２には、酸化アルミニウム、窒化珪素、酸化珪素等を用いることができ
る。また、無機下地膜４０２には水分を遮断する機能は必要でないため、膜厚は０．１～
１μｍで良い。
【００３１】
　（製造方法）
　本発明の実施形態である有機ＥＬ表示装置の製造方法について述べる。
【００３２】
　ＴＦＴや駆動回路は、従来の方法でガラス等の絶縁性基板上に形成することができる。
【００３３】
　駆動回路を形成した側の基板全面に、大気中で感光性アクリル樹脂をスピンコーターで
塗布した後に加熱硬化し、平坦化膜１０４とする。続いてフォトリソグラフィを用い、表
示領域Ａの周囲の平坦化膜１０４を除去して分断領域Ｂを形成する。この時、画素ごとに
コンタクトホール１１２を同時に形成する。
【００３４】
　第一電極１０５の形成にはスパッタリング法を用い、例えばＡｌとＩＴＯの積層膜を形
成し、フォトリソグラフィにて有機ＥＬ素子に対応するパターンに形成する。それぞれ第
一電極１０５は、平坦化膜１０４に形成したコンタクトホールを通じて対応する画素回路
１０２に電気的に接続される。
【００３５】
　素子分離膜１０６は、平坦化膜１０４と同様に、スピンコーターで基板全体に形成した
後、フォトリソグラフィにてパターニングされ、脱水のためアニールされる。平坦化膜１
０４や素子分離膜１０６に含まれる水分を十分に脱水することにより、後に形成する有機
ＥＬ素子に水分が浸入するのを防ぐことができる。
【００３６】
　有機化合物層１０７は従来の材料を用いて、蒸着法、レーザー転写法、インクジェット
等を用いた塗布法などを用いて形成することが出来る。蒸着法にて、有機化合物層１０７
を有機ＥＬ素子ごとに膜厚や材料を変えて形成する場合は、メタルマスクを用いるとよい
。有機化合物層１０７を形成した後、無機保護膜１１０を形成するまでは、露点管理した
雰囲気中で工程を行い、工程中に水分が有機ＥＬ素子へ浸入するのを防止する。
【００３７】
　樹脂保護膜１０９は、端部が分断領域、あるいは表示領域を含む領域の平坦化膜上に、
周辺領域の平坦化膜とは離間するように形成する。樹脂保護膜１０９の端部を所定の位置
に形成する手段として、あらかじめ塗布手段の塗布精度より広い幅に分断領域Ｂを形成し
ておき、描画可能なディスペンサーやスクリーン印刷法等を用いる方法が挙げられる。分
断領域Ｂの幅が広くなると、その分出来上がった有機ＥＬ表示装置の額縁が広くなってし
まうため、塗布精度の高い塗布手段を採用し、分断領域Ｂの幅を２０～２００μｍとする
のが好ましい。
【００３８】
　樹脂保護膜１０９の端部位置を決める別の手段として、樹脂保護膜の端部位置決め構造
を設けても良い。端部位置決め構造は、塗布後の樹脂保護膜材料が塗布面を伝って広がる
際の抵抗となり、所定の位置で広がりを止めることができる。端部位置決め構造は、樹脂
保護膜１０９を形成する領域の外周に、溝や土手、若しくはそれらを組み合わせて形成す
ることができる。端部位置決め構造を採用すれば、ディスペンサーによる描画や印刷だけ
では塗布後に材料が広がり、端部位置を決めることのできない、粘度の低い樹脂材料を好
適に用いることが可能となる。樹脂保護膜材料の粘度に応じて、端部位置決め構造を複数
設けても良い。
【００３９】
　分断領域のない部分において樹脂保護膜の端部の位置を決めるためにも、分断領域と同
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様の端部位置決め構造を用いることができる。
【００４０】
　端部位置決め構造は、平坦化膜や素子分離膜など、表示領域をを構成する材料を利用し
て、それらをパターニングする際に同時に形成しておくと、工程や材料を追加することな
く好ましい。
【００４１】
　端部位置を決め構造を樹脂材料で形成したときは、樹脂保護膜の表面を覆うとともに端
部位置決め構造の表面を覆い、分断領域に達するまで無機保護膜を形成して外部から水分
が浸入しないようにしておく必要がある。
【００４２】
　塗布した樹脂保護膜材料は、加熱、或いはＵＶ照射により硬化する。
【００４３】
　無機保護膜１１０や図４に示した無機下地膜４０１の形成方法には、プラズマＣＶＤ法
、スパッタリング法等の真空成膜法を好適に用いることができる。
【実施例】
【００４４】
　以下に、本発明の実施例について詳細に説明する。
【００４５】
　〈実施例１〉
　図１（ａ）は、本実施例にかかる有機ＥＬ表示装置の平面図、図１（ｂ）は（ａ）のＤ
－Ｄ´断面図である。
【００４６】
　まず、縦１００ｍｍ、横１００ｍｍ、厚さ０．５ｍｍのガラス基板上に、ｐ－Ｓｉから
なるＴＦＴを備える駆動回路を形成した。表示領域Ａには複数の画素回路１０２を形成し
、周辺部には画素回路１０２を駆動するための周辺回路１０３を、表示領域Ａを囲むよう
に形成した。次に、駆動回路上に平坦化膜材料のフォトレジタイプの紫外線硬化性アクリ
ル樹脂をスピンコーターを用いて塗布し、コンタクトホール１１２と分断領域Ｂのパター
ンを有するフォトマスクを載せて、１８００ｍＷの照度で露光した。さらに現像液で現像
し、２００℃でポストベークして、コンタクトホール１１２と分断領域Ｂを有する膜厚２
μｍの平坦化膜１０４を形成した。分断領域Ｂは、表示領域Ａの外周より３５０μｍ外側
の位置から幅２００μｍで平坦化膜を除去して形成した。これにより、平坦化膜は、表示
領域を含む領域と周辺領域とに分断された。
【００４７】
　次に、膜厚１００ｎｍのＡｌ上に膜厚５０ｎｍのＩＺＯをスパッタリング法により積層
し、第一電極１０５とした。第一電極１０５は、基板上の積層体全面に形成した後フォト
リソグラフィにてパターニングし、画素回路１０２に対応する位置に形成した。第一電極
１０５は前記コンタクトホール１１２を通してそれぞれ画素回路１０２に電気的に接続さ
れた。
【００４８】
　平坦化膜１０４および第一電極１０５の上に、スピンコーターでポリイミド樹脂を厚さ
１．６μｍに塗布した後、各画素の発光領域と、表示領域Ａより外側の領域とに形成され
たポリイミド樹脂をフォトリソグラフィ法にて除去し、素子分離膜１０６とした。
【００４９】
　素子分離膜１０６等が形成された基板を、圧力１０－２Ｐａ、１５０℃雰囲気下で１０
分加熱した後、表示領域Ａの第一電極１０５上に有機化合物層１０７を形成した。有機化
合物層１０７には、公知の有機材料からなるホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注
入層を、抵抗加熱蒸着法を用いて順次積層した。
【００５０】
　続いて、分断領域Ｂの外周よりも表示領域側の全面に、ＩＺＯからなる第二電極１０８
を、スパッタリング法により５０ｎｍの膜厚で形成した。
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【００５１】
　次に、露点温度－６０℃の窒素雰囲気下で、粘度３０００ｍＰａ・ｓの熱硬化性のエポ
キシ樹脂を精密描画が可能なディスペンサー（武蔵エンジニアリング社製ＳＨＯＴ　ＭＩ
ＮＩ　ＳＬ）を用い、有機ＥＬ素子を覆うように塗布した。ディスペンサー吐出口が描く
軌跡の外周が、分断領域Ｂの幅方向の中心線をなぞるようにして塗布したところ、エポキ
シ樹脂の端部を幅２００μｍの平坦化膜の分断領域Ｂ内に周辺領域の平坦化膜とは離間し
て配置することができた。塗布後のエポキシ樹脂は、真空環境下で１００℃の温度で１５
分間加熱して硬化させ、膜厚３０μｍの樹脂保護膜１０９とした。
【００５２】
　さらに、窒化珪素からなる無機保護膜１１０を、ＳｉＨ４ガス、Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを
用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。無機保護膜の膜厚は１μｍとし、有機ＥＬ素子が形
成された基板表面全体を覆うように形成した。
【００５３】
　以上のようにして形成された有機ＥＬ表示装置の表示領域Ａ、平坦化膜１０４、分断領
域Ｂ、樹脂保護膜１０９との位置関係を、図１（ｂ）に示しておく。
【００５４】
　作製した有機ＥＬ表示装置について、温度６０℃、湿度９０％環境下での保存試験を行
ったところ、１０００時間の保存試験の結果においても、ダークスポットは発生しなかっ
た。
【００５５】
　〈実施例２〉
　本実施例の有機ＥＬ表示装置の断面を図２に示す。
【００５６】
　本実施例は、樹脂保護膜１０９の端部を表示領域を含む領域の平坦化膜上に設け、素子
分離膜材料からなる、樹脂保護膜の端部位置を決めるための構造２０１を形成し、粘度の
低い樹脂保護膜材料を用いた点が実施例１とは異なっている。図１と共通の番号を付した
構成は、実施例１と同様に形成した。
【００５７】
　樹脂保護膜の端部位置を決めるための構造２０１は、素子分離膜１０６パターンを形成
する際、表示領域Ａと分断領域Ｂの内周との間に表示領域Ａを囲むように幅５０μｍの素
子分離膜材料を残したものである。表示領域Ａより外側の素子分離膜１０６を除去する部
分Ｃには第一電極材料を残しておいた。部分Ｃの第一電極材料は、素子分離膜材料のパタ
ーンを形成する際に平坦化膜１０４がオーバーエッチングされるのを防ぐエッチングスト
ップ膜２０２として機能する。
【００５８】
　樹脂保護膜材料として、粘度１５００ｍＰａ・ｓの熱硬化性のエポキシ樹脂を、樹脂保
護膜の端部位置を決めるための構造２０１から１ｍｍ表示領域側に入った位置まで塗布し
た。塗布したエポキシ樹脂は粘度が低いため塗布面を伝って広がるが、端部位置決め構造
２０１を超えて広がる事はなく、表示領域を含む領域の平坦化膜上に樹脂保護膜の端部を
配置することができた。また、粘度が低いため実施例１に比べて２０μｍの薄い樹脂保護
膜を形成することができた。
【００５９】
　出来上がった有機ＥＬ表示装置を、温度６０℃、湿度９０％環境下での保存試験を行っ
たところ、１０００時間の保存試験の結果においても、ダークスポットは発生しなかった
。
【００６０】
　〈実施例３〉
　本実施例の有機ＥＬ表示装置の断面を図３に示す。
【００６１】
　本実施例は、平坦化膜の分断領域を二重に形成し、表示領域側の分断領域Ｂ３１を樹脂
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保護膜の端部位置を決めるための構造として利用した点が実施例２と異なっている。図２
と共通の番号を付した構成は、実施例２と同様に形成した。
【００６２】
　平坦化膜の分断領域Ｂ３１およびＢ３２は、幅１００μｍで７０μｍの間隔をおいて二
重に形成した。塗布した樹脂保護膜材料は、表示領域側に形成された分断領域Ｂ３１で止
まり、分断領域Ｂ３２にまで広がることは無かった。
【００６３】
　出来上がった有機ＥＬ表示装置を、温度６０℃、湿度９０％環境下での保存試験を行っ
たところ、１０００時間の保存試験の結果においても、ダークスポットは発生しなかった
。
【００６４】
　〈実施例４〉
　本実施例の有機ＥＬ表示装置の断面を図４に示す。
【００６５】
　本実施例は、平坦化膜の分断領域を幅方向に分割するように素子分離膜材料で仕切り４
０１を形成し、表示領域側の分断領域Ｂ４１を樹脂保護膜の端部位置決め構造として利用
した点、および表示領域に無機下地膜４０２を形成した点が実施例３と異なっている。
【００６６】
　無機下地膜４０２を形成しておくことで、樹脂保護膜１０９材料が硬化する際の収縮せ
ん断力や硬化後の膜応力が、無機下地膜４０２より下に積層した層に伝わらず、膜剥がれ
を防止することができる。図１と共通の番号を付した構成は、実施例２と同様に形成した
。
【００６７】
　仕切り４０１は、表示領域Ａを囲んで平坦化膜の分断領域Ｂ４２を分割するように、素
子分離膜材料にて幅５０μｍで形成した。
【００６８】
　無機下地膜４０２として、第二電極１０８を形成した表示領域上に、ＳｉＨ４ガス、Ｎ
２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法にて、窒化珪素を０．２μｍの膜厚で形成し
た。
【００６９】
　出来上がった有機ＥＬ表示装置を、温度６０℃、湿度９０％環境下での保存試験を行っ
たところ、１０００時間の保存試験の結果においても、ダークスポットは発生しなかった
。
【００７０】
　〈実施例５〉
　本実施例の有機ＥＬ表示装置の平面図を図５に示す。
【００７１】
　本実施例は、周辺回路を表示領域Ａの周囲の一部にのみ形成した点が、実施例１と異な
る。そのため、平坦化膜１０４は表示領域Ａを含む領域、およびそのの周囲の一部に設け
られている。図１と共通の番号を付した構成は、実施例１と同様に形成した。
【００７２】
　表示領域Ａを含む領域の周辺に平坦化膜１０４が設けられている部分では、ディスペン
サー吐出口の描く軌跡の外周が分断領域Ｂの幅方向の中心線をたどるように塗布した。結
果、幅２００μｍの平坦化膜の分断領域Ｂ内に樹脂保護膜の端部を配置することができた
。表示領域Ａを含む領域の周辺に平坦化膜１０４が形成されていない部分では、表示領域
Ａを含む平坦化膜の端から５００μｍ離れた位置をディスペンサー吐出口が軌跡を描くよ
うに樹脂保護膜材料を塗布した。その結果、基板の端部より内側（表示領域側）５００μ
ｍの位置に樹脂保護膜の端部を配置することができた。
【００７３】
　出来上がった有機ＥＬ表示装置を、温度６０℃、湿度９０％環境下での保存試験を行っ
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。
【００７４】
　〈比較例〉
　図８に示すように、樹脂保護膜１０９の端部を分断領域Ｂより外側にある周辺領域の平
坦化膜上に形成した以外は実施例１と同様にして有機ＥＬ表示装置を作製し、温度６０℃
、湿度９０％環境下で１０００時間の保存試験を行った。保存試験の結果、約２０ヶ所で
ダークスポットの拡大が確認された。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態および実施例１に係る有機ＥＬ表示装置の平面図であ
り、（ｂ）は（ａ）に示した本実施例のＤ－Ｄ’断面図。
【図２】本発明の実施例２に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【図３】本発明の実施例３に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【図４】本発明の実施例４に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【図５】本発明の実施例５に係る有機ＥＬ表示装置の平面図。
【図６】特許文献１に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【図７】特許文献２に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【図８】比較例に係る有機ＥＬ表示装置の断面図。
【符号の説明】
【００７６】
　１０１　基板
　１０２　駆動回路
　１０３　周辺回路
　１０４　平坦化膜
　１０５　第一電極
　１０６　分離膜
　１０７　有機化合物層
　１０８　第二電極
　１０９　樹脂保護膜
　１１０　無機保護膜
　４０１　仕切り
　４０２　無機下地膜
　２０１　樹脂保護膜の端部位置決め構造
　２０２　エッチングストップ層
　Ａ　表示領域
　Ｂ　分断領域
　Ｂ３１　表示領域側分断領域（樹脂保護膜の端部位置決め構造）
　Ｂ３２　外側分断領域
　Ｂ４１　表示領域側分断領域（樹脂保護膜端部位置決め構造）
　Ｂ４２　外側分断領域
　７０１　ガラス基板
　７０２　接着剤
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